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課     題 具体的取組 取組目標 ５年間の取組成果 主な実績 

・第三セクター等改革推進債の活用実績 

  15,239百万円（22年度実績） 

Ⅲ グループ経営の質的向上 

 

１ 大阪市の関与

の見直し 

 

①委託料・出資の見直し 
(1)監理団体への委託料について、監理団

体評価委員会の報告に従い、16年度予算

比 30％削減（約 934億円→約 654億円）

を実施し、委託料の大幅な削減を図る 

 

 

(2)報告団体及びその他の関連団体への委

託料約 208億円（16年度決算）の見直し

については、評価委員会の報告に準じた

削減となるよう、18年度予算に反映させ

るべく早急に検討する 

 

(3)監理団体のうち株式会社について、監

理団体評価委員会からの当初の出資目

的が達成され又はされつつあると報告

のあった株式会社に対する出資の見直

しを行い、株式の全部又は一部の売却処

分を実施する 

 

(4)報告団体及びその他の関連団体のうち

株式会社についても本市及び監理団体

からの出資の見直しを検討する 

委託料の見直し 

・監理団体（削減目標額 280億円） 

16年度予算 934億円 

 22年度予算 383億円 

 削減額 ▲551億円（達成率▲197％） 

 

・報告団体及びその他の関連団体 

（削減目標額 61億円） 

17年度予算 204億円 

 22年度予算 138億円 

 削減額 ▲66億円（達成率▲108％） 

 

出資の見直し 

・監理団体 

監理団体のうち、株式会社６社につい

て、出資の見直しを実施した。 

 

・報告団体及びその他の関連団体 

監理団体の出資会社７社について出資

見直し等を実施した。 

 

上記のほか、財団法人などの外郭団体等

について、団体の廃止や統廃合などにより

15団体を見直した。 

 

あわせて外郭団体等の団体数を計 28 団

体見直した。 

146団体(H17.7)→118団体(H22.7) 

 

今後、外郭団体等の団体数を、平成 27

年度までに 1／3 以下とすることを目標に

監理団体の委託料見直し（16年度予算比） 

 17年度予算：▲ 6.1％  ▲ 57億円 

18年度予算：▲27.2％ ▲254億円 

19年度予算：▲42.1％ ▲393億円 

20年度予算：▲54.8％ ▲512億円 

21年度予算：▲55.4％ ▲517億円 

22年度予算：▲58.9％ ▲551億円 

（6ヵ年累計効果額：▲2,283億円） 

 

報告団体及びその他の関連団体の委託料見

直し 

（17年度予算比） 

 18年度予算：▲11.3％  ▲23億円 

19年度予算：▲18.6%  ▲38億円 

20年度予算：▲22.3％  ▲46億円 

21年度予算：▲28.5％  ▲58億円 

22年度予算：▲32.3％  ▲66億円 

 

監理団体への出資の見直し 

・大阪港振興㈱他 1社 TOB株式譲渡 

・大阪港ｽﾎﾟｰﾂｱｲﾗﾝﾄﾞ㈱ 解散 

・㈱大阪ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ他 1社 破産 

・㈱大阪ｼﾃｨﾄﾞｰﾑ 会社更生 

 

報告団体、その他の関連団体への出資の見

直し 

・南港航空貨物ﾀｰﾐﾅﾙ㈱他 2社 解散 

・㈱大阪ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ他 1社 株式譲渡 

・大阪地下街サービス振興㈱他 1社 統合 
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課     題 具体的取組 取組目標 ５年間の取組成果 主な実績 

見直しに取り組む計画を策定。 

H22年 11月現在  93団体 

 

②法人形態の見直し 
(1)監理団体評価委員会から団体の収入に

占める法人税上の収益事業の割合が大

きく株式会社すべきであると報告のあ

った（財）大阪市交通局協力会について

は法人形態の見直しを実施し、その他の

団体についても、団体の統廃合・再編の

状況などを見ながら、法人形態の見直し

を検討する 

 

(2)同様に、報告団体及びその他の関連団

体のうち、財団法人及び社団法人につい

ては、今後調査・分析を行い、団体の収

入に占める法人税法上の収益事業の割

合が大きい団体について、法人形態の見

直しを検討する 

（財）大阪市交通局協力会を㈱大阪メト

ロサービスへ事業移管して解散した。 

 また、その他の団体についても法人形態

の見直しを検討し、（財）大阪市水道事業

サービス協会については、㈱大阪水道総合

サービスとして株式会社化を実施し、局か

らの受託事業に依存した体質から、より高

い自立性を有する経営体質への改善を図

っていくことにした。 

  

・（財）大阪市交通局協力会を㈱大阪メトロ

サービスへ事業移管して解散（19年 1月） 

・（財）大阪市水道事業サービス協会を株式

会社化し、㈱大阪水道総合サービスとし

て事業開始（20年 7月） 

・（財）大阪城ホール及び（財）大阪港埠頭

公社について、23年 4月の株式会社化に

向け、事業を受け継ぐ株式会社を設立 

（22 年 10 月）23 年 4 月の株式会社化の

準備完了（23年 3月） 

 

③組織運営体制の見直し 
(1)監理団体については、委託料・出資の

見直し、法人形態の見直しとあわせて、

派遣を継続する一定の考え方に該当し

ない場合、派遣職員を引きあげる（現在

の派遣者数の約8割程度は引きあげるこ

とになると見込まれる） 

 

(2)報告団体及びその他の関連団体への派

遣についても、派遣を継続する考え方を

明確にし、現在派遣している団体ごとの

状況を個々に精査し、可能な限り引きあ

げる 

 

(3)OB職員の再就職のあり方についての検

討を進めるとともに、大阪市の人的関与

と団体の組織運営体制の考え方を整理

する 

 派遣職員の引きあげを着実に推進し、人

的関与の適正化を図ることができた。 

派遣職員の引きあげ実績 

・監理団体  *目標達成 

17年 7月   1,545人 

22年 7月     243人 

       ▲1,302人 （84％） 

・報告団体及びその他の関連団体 

17年 7月    421人 

22年 7月      72人 

         ▲349人 （83％） 

 

 「大阪市退職者の外郭団体等への再就職

に関するガイドライン」を策定し、大阪市

の人的関与の考え方を整理するとともに

実施状況を毎年公表し、透明性を確保する

ことができた。 

加えて、22年度には「大阪市退職職員の

・「大阪市退職者の再就職状況の公表に関す

る要綱」を策定（18年 3月） 

・「大阪市退職者の外郭団体等への再就職に

関するガイドライン」を策定（18年 6月） 

・課長代理級以上の退職者の再就職状況、

外郭団体等役員への就任状況を公表 

（18年 9月～） 

・ガイドラインの实施状況を公表 

（18年 11月） 

・大阪市人材データバンクを設置 

（22年 10月） 


